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堺エネルギー地産地消プロジェクト推進事業補助金 交付要綱 

 

令和６年１月１８日 制  定 

令和６年６月１７日 一部改正 

令和６年１２月２４日 一部改正 

令和７年５月１２日 一部改正 

 

１ 通則 

  この要綱は、本市が、予算の範囲内において、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付

金（地域脱炭素移行・再エネ推進交付金）交付要綱（令和４年３月３０日環政計発第

２２０３３０１号。以下「国交付要綱」という。）第２９条第１項に規定する間接補助

金を堺エネルギー地産地消プロジェクト推進事業補助金（以下「補助金」という。）と

して交付することについて、国交付要綱及び堺市補助金交付規則（平成１２年堺市規

則第９７号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。 

 

２ 補助金の目的 

補助金は、「堺エネルギー地産地消プロジェクト」の取組を促進し、２０３０年度温

室効果ガス排出削減目標の達成及び２０５０年カーボンニュートラルの実現に貢献す

ることを目的とする。 

 

３ 用語の定義 

この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、次のとおりとする。 

（１）堺エネルギー地産地消プロジェクト 

本市が、第２項に定める目的を達成するために、環境省に提案し、選定された脱

炭素先行地域の取組等に関する計画（地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画の内容

を含む。）  

（２）脱炭素先行地域 

「地域脱炭素ロードマップ（令和３年６月９日第３回国・地方脱炭素実現会議決

定）」及び地球温暖化対策計画に基づき、地域と暮らしに密接に関わる民生部門の電

力消費に伴う二酸化炭素排出について２０３０年度までに実質ゼロを実現すること

等に先行的に取り組む地域等として、環境省が選定した地域等 

（３）再エネ100％電力 

再生可能エネルギー（太陽光、風力、水力、バイオマス、地熱）によって発電され

た電力 （小売電気事業者等の再エネメニューの活用又は再エネ等電力証書（地球温

暖化対策推進法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における調整後



2 

排出量の算定・報告に利用可能な国内認証排出削減量・海外認証排出削減量）の活

用による調達を含む。） 

（４）需要家 

太陽光発電設備を設置する建物において電力を使用する者（当該建物で使用する

電力の供給契約を締結する権原を有する者を含む。） 

（５）府営住宅活用地 

大阪府営住宅の集約・建替事業等により創出された土地 

 

４ 補助対象事業等 

補助金の交付の対象となる事業は、堺エネルギー地産地消プロジェクトにおいて計

画されたもの（他の法律又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施するもの

を除く。）であって、別紙に掲げる事業とする。また、補助金の交付の対象となる事業

の要件等は、環境省が定める地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領（令和４年

３月３０日環政計発第２２０３３０３号制定。以下「国実施要領」という。）別紙１に

定めるもののほか、別表に定めるところによる。 

 

５ 補助対象者 

  補助金の交付の対象となる者は、別表に定める者であって、市税を滞納していない

者とする。 

 

６ 補助対象経費 

補助金の交付の対象となる経費は、別表のとおりとする。 

 

７ 補助率等 

補助率及び補助上限額は、予算の範囲内において、別表のとおりとする。ただし、

補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

 

８ 補助金の交付申請 

（１）補助金の交付を申請しようとする者は、補助金交付申請書（様式第１号）に次に

掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

①事業計画書（様式第２号） 

②収支予算書（様式第３号） 

③役員情報届出書（法人その他の団体に限る。様式第４号） 

④前年度決算書（法人その他の団体に限る。） 

⑤工事に係る実施設計書（補助事業が工事を伴う場合に限る。） 

⑥補助対象経費等が把握できる書類 
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⑦納税状況確認同意書（様式第５号） 

⑧その他市長が必要と認める書類 

 

９ 補助金の交付の決定と通知 

市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、補助金を

交付すべきものと認めたときは交付を決定し、補助金交付決定通知書（様式第６号）

により、補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。 

 

１０ 補助金の交付の条件 

市長は、補助金の交付を決定する場合において、次に掲げる条件を付するものとす

る。 

（１）補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。 

（２）次に掲げる事項に該当する場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。なお、

補助金の額に変更を伴う場合は、次項に定める手続によるものとする。 

①補助事業に要する費用の配分を変更しようとするとき。ただし、各配分額のいず

れか低い額の１５パーセント以内の変更を除く。 

②補助事業の内容を変更するとき。ただし、軽微な変更である場合を除く。 

（３）補助事業の廃止をしようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受ける

こと。 

（４）補助事業の実施に関し、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争によ

るものとすること。ただし、一般の競争によることが著しく困難又は不適当である

と市長が認める場合を除く。 

（５）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場

合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。 

（６）補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）、

同施行令（昭和３０年政令第２５５号）、その他の法令、関連通知、国交付要綱及び

規則の定めによるほか、この要綱に定めるところによること。 

 

１１ 交付決定内容の変更 

（１）補助事業者は、補助事業の内容を変更（軽微な変更を除く。）するときは、あらか

じめ堺市補助金変更交付申請書（様式第７号）を市長に提出するものとする。 

（２）市長は、前号の規定による申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、

変更すべきものと認めたときは、堺市補助金変更交付決定通知書（様式第８号）に

より、補助事業者に通知するものとする。 

 

１２ 事業開始の承認申請 



4 

（１）複数年度にわたり実施される補助事業に係る補助金の交付を受けようとする者は、

第８項第１号に規定する申請書に代えて、事業開始承認申請書（様式第９号）に第

８項第１号①から⑧に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（２）市長は、前号の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、事業の

開始を承認することが適当と認めるときは、事業開始承認通知書（様式第１０号）

により、前号の申請をした者に通知するものとする。 

（３）市長は、前号の承認を決定する場合において、第１号の申請をした者に条件を付

すことができる。 

（４）補助金の交付を受けようとする者は、第２号の規定による通知があった日以降に

補助事業に着手しなければならない。 

（５）第２号の規定による通知を受けた者が、補助事業の終了する年度の市長が定める

期間内に第８項第１号の規定による申請書を提出しない場合は、補助事業を廃止し

たものとみなす。 

 

１３ 補助事業の中止又は廃止 

（１）補助事業者は、補助金の交付の決定があった後、事情の変更等により、補助事業

の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとする場合には、堺市補助金中止（廃

止）承認申請書（様式第１１号）を市長に提出して承認を受けなければならない。 

（２）市長は、前号の規定による申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、

中止（廃止）すべきものと認めたときは、補助金中止（廃止）通知書（様式第１２

号）により、補助事業者に通知するものとする。 

 

１４ 状況報告等 

市長は、必要と認めるときは、補助事業者に対して、経理状況その他必要な事項に

ついて、報告をさせ又は検査を行うことができる。 

 

１５ 実績報告書の提出 

補助事業者は、補助事業の完了後３０日以内又は補助事業が完了した日の属する年

度の３月１０日のいずれか早い日までに補助金実績報告書（様式第１３号）に次に掲げ

る書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（１）事業実施報告書（様式第１４号） 

（２）収支決算書（様式第１５号） 

（３）工事に係る完了届及び完成写真（補助事業が工事を伴う場合に限る。） 

（４）補助対象経費等が把握できる書類 

（５）その他市長が必要と認める書類 
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１６ 補助金の額の確定及び通知 

市長は、前項の規定による実績報告書の提出があったときは、書面及び必要に応じ

た現地調査により内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適

合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、速やかに補助金確定通知書（様

式第１６号）により、補助事業者に通知するものとする。 

 

１７ 補助金の交付 

（１）補助事業者は、補助金の額の確定について、前項の規定による通知を受けたとき

は、補助金交付請求書（様式第１７号）により、市長に対しその定める期日までに

補助金の交付を請求しなければならない。 

（２）市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して３０日以内

に補助金を交付するものとする。 

 

１８ 補助金の額の再確定 

（１）補助事業者は、第１６項の規定による額の確定通知を受けた後において、補助金

に関して、違約金、返還金その他補助金に代わる収入があったこと等により補助金

に要した経費を減額するべき事情がある場合は、市長に対し当該経費を減額して作

成した実績報告書を第１５項に準じて提出するものとする。 

（２）市長は、前号に基づき実績報告書の提出を受けた場合は、第１６項に準じて改め

て額の再確定を行うものとする。 

 

１９ 補助事業の開始 

  補助事業の開始の日は、補助事業者が市又は相手方との補助事業に係る契約を締結

した日又は工事の着手の日のいずれか早い方とし、原則として補助金の交付決定の日

以後としなければならない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。 

（１）市が実施する競争入札等の公募手続を経て、市と補助事業に係る契約を締結した

場合 

（２）第１２項第２号の規定による事業開始の承認を受けた場合 

 

２０ 取得財産の管理及び処分の制限 

（１）補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（「取得財産等」

という。）について、管理するための台帳を備え、補助事業の完了後においても、善

良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用

を図らなければならない。 

（２）取得財産等のうち、規則第２２条に基づき市長が定める処分を制限する財産は、

取得価格又は効用の増加価格が単価５０万円以上の機械、器具、備品及びその他の
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財産とする。 

（３）規則第２２条ただし書きの規定に基づき市長が定める期間は、「減価償却資産の耐

用年数等に関する省令」（昭和４０年３月３１日付け大蔵省令第１５号）に定めると

おりとする。 

（４）補助事業者は、前号に規定する期間中において、処分を制限された取得財産等を

処分しようとするときは、あらかじめ補助金財産処分承認申請書（様式第１８号）

を市長に提出し、承認を受けなければならない。 

 

２１ 関係書類の保管 

（１）補助事業者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、事業終了年度

の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。ただし、取得財産等につい

て前項第３号で定める処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳そ

の他関係書類を保存しなければならない。 

（２）前号の規定に基づき保管するべき帳簿等のうち、電磁的記録により保管が可能な

ものは、電磁的記録によることができる。 

 

２２ 補助事業の承継 

市長は、補助事業者について事業の期間中に、相続、法人の合併又は分割等により

補助事業を行う者が変更される場合において、若しくは契約により管理組合や入居者

等に所有権移転が行われる場合において、その変更により事業を承継する者（以下「事

業承継者」という。）が当該補助事業を継続して実施しようとするときは、あらかじめ

事業承継承認申請書（様式第１９号）を提出させることにより、事業承継者が補助金

の交付に係る変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができ

る。 

 

２３ 手続代行者 

第８項に規定する補助金の交付申請、第１１項に規定する補助事業の内容の変更申

請、第１２項に規定する事業開始の承認申請、第１３項に規定する補助事業の中止又

は廃止の承認申請及び第１５項に規定する実績報告（いずれもゼロエネルギータウン

創出事業に係るものであって、個人が申請等を行うものに限る。）については、これら

の書類の提出等を第三者に代行させることができる。 

 

２４ その他 

（１）補助事業者は、この要綱に疑義が生じたとき、この要綱により難い事由が生じた

とき、あるいはこの要綱に記載のない細部については、市長に速やかに報告し、そ

の指示を受けるものとする。 
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（２）この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関する必要な事項は、所管部長が

定める実施要領による。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和６年１月１８日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、令和１０年度

の予算に係る補助金（当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。）

については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。 

３ この要綱の失効前に補助金の交付を受けた補助事業者については、第２０項及び第

２１項の規定は、前項本文の規定にかかわらず、前項本文に規定する日以後もなおそ

の効力を有する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和６年６月１７日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の要綱の規定は、施行の日以後の申請に係る補助金について

適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年１２月２４日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の要綱の規定は、施行の日以後の申請に係る補助金について

適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年５月１２日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の要綱の規定は、施行の日以後の申請に係る補助金について

適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。 
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別紙 補助対象事業（第４項関係） 

 

（１）公共施設等太陽光発電設備等整備事業 

（２）余剰電力等活用型太陽光発電設備整備事業 

（３）ゼロエネルギータウン創出事業 
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別表 事業の要件、補助対象者、補助対象経費並びに補助率及び補助上限額（第４項、

第５項、第６項、第７項関係） 

 

（１）公共施設等太陽光発電設備等整備事業 

補助対象者 市と公共施設等への太陽光発電設備等の設置に係る契約を締結した者 

補助対象経

費 

国実施要領別表第１から第３に記載の交付対象経費 

（ただし、消費税及び地方消費税を除く。） 

補助率及び 

補助上限額 

国実施要領別紙１に記載の交付率及び交付上限額 

 

（２）余剰電力等活用型太陽光発電設備整備事業 

事業の要件 ・太陽光発電設備の年間発電量に占める年間自家消費量の割合が、

30％以上80％未満であること。 

・第三者への売却を前提とした設備の設置を行わないこと。 

・原則として20年間、市が指定する小売電気事業者に太陽光発電設備

で発生した余剰電力を売却する契約等が締結されること。当該小売

電気事業者への売電価格は８円/kWh（消費税及び地方消費税を除

く。）とすること。 

・市と地域脱炭素の推進に関する協定が締結されること。 

・2030年度までに太陽光発電設備を設置した建物で使用されるすべて

の電力を再エネ100％電力に切り替えること。 

補助対象者 市から余剰電力等活用型太陽光発電設備整備事業の選定を受け太陽光

発電設備を設置する者 

補助対象経

費 

国実施要領別表第１から第３に記載の交付対象経費 

（ただし、太陽光発電設備１kW当たりの費用が20万円を超える部分及

び消費税及び地方消費税を除く。） 

補助率 太陽光発電設備の余剰率に応じて下表に定めるとおりとする。 

余剰率 補助率 

40％以上70％未満 １／２ 

30％以上40％未満 １／３ 

20％以上30％未満 １／４ 

なお、余剰率の算出の方法は実施要領に定める。 

 

 

（３）ゼロエネルギータウン創出事業 

事業の要件 ・戸建て住宅にあっては、次の①から⑦の要件をすべて満たすこと。 



10 

①ZEHロードマップにおける『ZEH』の定義を満たしていること。 

②省エネルギー性能表示にて、『ZEH』であることを示す証書を取得

すること。 

③設計一次エネルギー消費量が、再生可能エネルギー等を除き、基

準一次エネルギー消費量から25%以上削減されていること。 

④平成２８年省エネルギー基準に準拠して計算される住宅の外皮平

均熱貫流率（UA値）が0.50W/m2K以下であること。 

⑤次のうち１つ以上を満たしていること。 

ア HEMSにより、太陽光発電設備等の発電量等を把握した上で、

住宅内の暖冷房設備、給湯設備等を制御可能であること。 

イ 太陽光発電設備等により発電した電力を電気自動車若しくは

プラグインハイブリッド車（以下「電気自動車等」という。）に

充電を可能とする設備（以下「EV充電設備」という。）、又は電気

自動車等と住宅間で電力を充放電することを可能とする設備

（以下「V2H充放電設備」という。）を導入すること（ただし、電

気自動車等の保管場所を、住宅の敷地内に設けること。）。 

⑥次のうち１つ以上を選択し、導入すること。 

ア 蓄電池 

イ V2H充放電設備 

⑦太陽光発電設備を導入すること。 

・集合住宅にあっては、次の①から④の要件をすべて満たすこと。 

①集合住宅のZEHの定義におけるZEH-M Oriented以上を達成するこ

と。 

②省エネルギー性能表示により、住棟の評価として、『ZEH-M』、Nearly 

ZEH-M、ZEH-M Ready、ZEH-M Oriented等の省エネルギー性能評価

の認証を取得すること。 

③太陽光発電設備を導入すること。 

④集合住宅で使用されるすべての電力を再エネ100％電力とするこ

と（2030年度末までの供給電力が対象）。 

・住宅のエネルギー使用状況に関する調査・分析等のため、市及び大

阪府に対する必要な情報提供に協力すること。 

・国の各種補助制度（本事業の補助対象設備と重複せず、併用可能な

補助制度を除く。）を使用しないこと。 

補助対象者 府営住宅活用地において本事業を行う者 

補助対象経

費 

補助対象経費は、下表に定めるとおりとする（ただし、消費税及び地

方消費税を除く。）。 
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区分 内容 

設計費 省エネルギー性能の表示に係る費用 

設備費 補助事業の実施に必要な設備及び建築材料の購

入に要する費用 

工事費 補助事業の実施に必要な工事に要する経費 

なお、補助対象経費の算出の方法は実施要領に定める。 

補助率等 補助率等は、導入する設備等毎に下表に定めるとおりとする。 

設備等 補助率等 

戸建て住宅 ・補助額 １００万円／戸 

・次の①②の設備をいずれも導入する場合は、補

助額を加算する。加算額は、１戸あたり「堺市

ZEH支援事業補助金」の額の半額とする。 

①HEMS（環境省の二酸化炭素排出抑制対策事

業費等補助金（戸建住宅ネット・ゼロ・エ

ネルギー・ハウス（ZEH）化等支援事業）の

ZEH+の選択要件となっている高度エネル

ギーマネジメントが可能なもの） 

②EV充電設備又はV2H充放電設備 

注 戸建て住宅の補助対象設備には、太陽光発電設備

及び蓄電池は入らない。 

集合住宅 ・低層（住宅用途部分が３層以下）の集合住宅 

補助額 ４０万円／戸 

・中層（住宅用途部分が４、５層以下）又は高層

（住宅用途部分が６層以上２０層以下）の集合

住宅 

補助率 ２／３ 

・集合住宅の補助上限額は、国実施要領別紙１

２．ウ（サ）の交付上限額とする。 

 

太陽光発電設

備 

補助率は下表のとおりとする。 

設備容量※ 補助率 

７kW未満 １／２ 

７kW以上 ２／３ 

※太陽電池モジュールの公称最大出力 

 

蓄電池 補助率は下表のとおりとする。 
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初期実効容量 補助率 

１０kWh未満 １／２ 

１０kWh以上又はV2H充

放電設備を導入する場

合 

２／３ 

  

  

 

 


